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お知らせ 体協だより 市民学習
ネットワーク 市民 施設だより そうだん

空き家管理サービス

無料相談

両親が
住んでいた家を
相続しました

空き家の管理を
お願いしたい

空き家の不用品を
片付けたい

空き家に関する
相続について
相談したい

空き家に関する
ローンを検討したい

空き家を活用したい

相談窓口 紹介して
つなぐ

●相談窓口のしくみ

公益社団法人
シルバー人材センター

一般廃棄物
　収集運搬処理業者

各金融機関 福岡県司法書士会

住マイむなかた

住マイむなかた

　住マイむなかたは、市
と協働で事業を行う市民
公益活動団体です。

お知らせ

空き家等に関する総合的な相談窓口を開設しました

　市公式FBで人気のあった記事を紹介して
いきます。ぜひFBもチェックしてください。
…………………………………………………
　標高は369mで、頂上までは30分程度
で到着します。登山道も整備されていて、
登山口には、数台分の駐車スペース、ト
イレにテーブルベンチ、天然の水くみ場
などがあります。

（2016年９月16日投稿）
■問い合わせ先
　秘書政策課広報報道担当
　☎（36）1055

むなかた秋のハイキング特集③城山

平成29年9月1日号

遠賀信用金庫／北九州銀行／西日本シティ銀行／
玄海クリーン／三孝産業（後列左から）

福岡銀行／県司法書士会／谷井市長／
住マイむなかた／シルバー人材センター／
神郡清掃サービス（前列左から）

　市では、空き家等の対策を円滑に進めるため
に、８月１日、民間事業者らと連携して、空き
家等の管理や利活用について総合的に取り組む
協定を締結しました。これにより、空き家に関
する相談窓口が開設され便利になりました。一
般社団法人住マイむなかたが窓口となって対応
します。
■問い合わせ先　地域安全課　☎（36）5050

♦気軽に相談してください♦
　今まではどこに相談していいか分からなかった空き家に関する心配ごと。これからは、
住マイむなかたに相談してください。空き家等に関する協定を結んだ事業者などへの紹介
を行い、空き家の課題解決を支援します。

ふるさと見守りサポート

●内容
▽月１回程度の巡回
▽郵便受けの内容物の送付
▽屋外の状況確認　▽現状写真の送付
●管理料金　1,000円／回（送料込）
＊清掃や換気などは別途見積もりします

不用品片付けサービス

●内容　空き家の遺留荷物の処分
●目安料金　11,000円～／２ｔ車
＊別途、市指定ごみ袋の準備が必要です。
また、不用品の分別、家屋内部からの
持ち出しなど、処理内容に応じて別途
費用が発生します

空き家・空き地バンク

　売却・賃貸を希望する人の空き家・
空き地の不動産情報を、市の窓口や
インターネットなどを通じて
購入・賃貸を希望する人に
提供します。

空き家解体

　空き家を解体し、土地を有効活用しませんか。
●目安料金　150万円程度／軒（35坪程度、
　　　　　　木造住宅、遺留物なし、工事環
　　　　　　境が良い場合を想定）
＊条件で金額は異なります

空き家リフォームなど

●各種リフォーム
▽外壁、屋根などの外装補修工事
▽水回りの改修工事
▽壁紙、床などの内装工事
＊その他工事も相談してください
●ハウスクリーニング

空き家草刈り

　草木が伸びると、近所迷惑に 
なります。年に２回の草刈り
をお勧めしています。
＊作業条件で単価は変動します

♦空き家を放置するとお金がかかる!?♦
　空き家を放置すると傷みが進行し、改修や修繕、草木の除去にかかる費用
が大きくなります。遠方に居住、仕事が多忙であるなど、定期的な管理が難
しい場合は、親戚や管理サービス業者に管理を依頼するなど、適正な管理を
行いましょう。

定期的に家屋を点検しましょう

♦あなたが空き家の所有者になるかも!?♦
　相続等で空き家を取得したばかりのときは、そのままにしてお
きたいと考える人が多く、売却しようと思ったときには、家屋の
劣化が進み、資産価値が下がってしまうこともあります。

空き家になったときのことを
　　　　　考えておきましょう

空き家管理サービス一覧 申込・問い合わせ先
住まいの相談窓口（空き家管理サービス・バンク）
一般社団法人 住マイむなかた　☎（37）2525


